
【2割負担】

◎　自己負担額の目安 　ユニット型介護福祉施設サービス費(Ⅰ)
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2,483 円 2,625 円 2,778 円 2,922 円 3,062 円

2,573 円 2,715 円 2,868 円 3,012 円 3,152 円

3,323 円 3,465 円 3,618 円 3,762 円 3,902 円

4,033 円 4,175 円 4,328 円 4,472 円 4,612 円

5,409 円 5,551 円 5,704 円 5,848 円 5,988 円

74,490 円 78,750 円 83,340 円 87,660 円 91,860 円

77,190 円 81,450 円 86,040 円 90,360 円 94,560 円

99,690 円 103,950 円 108,540 円 112,860 円 117,060 円

120,990 円 125,250 円 129,840 円 134,160 円 138,360 円

162,270 円 166,530 円 171,120 円 175,440 円 179,640 円
上記に別途、加算料金、その他の費用（日用品代、理美容代、リース代等）が加算されます。
※1
※2 生活費（食費・居住費）のご利用者負担については、以下の基準で減額の制度があります。

生活保護を受給されている方と、老齢福祉年金を受給されている方

上記対象条件以外の方

◎　加算項目及びご利用者負担額
初期加算 63円/日 外泊時費用 514円/日
安全対策体制加算 42円/1回のみ 栄養マネジメント強化加算 23円/日
日常生活継続支援加算 96円/日 療養食加算 13円/回
精神科医療療養指導加算 11円/日 自立支援促進加算 627円/月
常勤専従医師配置加算 53円/日
在宅復帰支援機能加算 21円/日 在宅・入所相互利用加算 84円/日
退所前訪問相談援助加算 962円/回 退所後訪問相談援助加算 962円/回
退所時相談援助加算 836円/回 退所前連携加算 1,045円/回
経口移行加算 59円/日 若年性認知症受入加算 251円/日
経口維持加算 （Ⅰ）836円/月　 （Ⅱ）209円/月
口腔衛生管理加算 （Ⅰ）188円/月 （Ⅱ）230円/月
個別機能訓練加算 （Ⅰ）25円/日　 （Ⅱ）42円/月
ADL維持等加算 （Ⅰ）63円/月 （Ⅱ）126円/月
看護体制加算 （Ⅰ）9円/日　 （Ⅱ）17円/日
看取り介護加算 【死亡日以前31日以上45日以下】 （Ⅰ）151円/日 （Ⅱ）151円/日

【死亡日以前4日以上30日以下】 （Ⅰ）301円/日 （Ⅱ）301円/日
【死亡日の前日および前々日】 （Ⅰ）1,422円/日 （Ⅱ）1,631円/日
【死亡日】 （Ⅰ）2,676円/日 （Ⅱ）3,303円/日

配置医師緊急時対応加算 【早朝・夜間】1,359円/回 【深夜】2,717円/回
褥瘡マネジメント加算 （Ⅰ）7円/月　 （Ⅱ）27円/月
排せつ支援加算 （Ⅰ）21円/月　 （Ⅱ）32円/月 （Ⅲ）42円/月
認知症専門ケア加算 （Ⅰ）7円/日 （Ⅱ）9円/日
生活機能向上連携加算 （Ⅰ）209円/月 （Ⅱ）418円/月
夜勤職員配置加算 （Ⅰ）27円/日 （Ⅱ）38円/日
科学的介護推進体制加算 （Ⅰ）84円/月　 （Ⅱ）105円/月
サービス提供体制強化加算 （Ⅰ）46円/日　 （Ⅱ）38円/日 （Ⅲ）13円/日
介護職員処遇改善加算 合計単位数に加算率（8.3％）を加算
特定処遇改善加算 合計単位数に加算率（2.7％）を加算

※ 要介護度、ご利用者負担段階に関わらず、一律料金が加算されます。

（社福）五常会　特別養護老人ホームゆーとりあ

ユニット型特別養護老人ホームゆーとりあ　ご利用料金について　 (令和3年10月1日)

 介護保険対象分の計算方法:(基本単位＋加算額)×日数×10.45(地域単価)－介護給付(8割)＝自己負担額

要介護度 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

介護サービス利用料（2割負担）① ※1
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食費
②

第１段階 300
第２段階 390
第３段階① 650
第３段階②

第４段階 1,500

居住費
③

第１段階 820
第２段階 820
第３段階① 1,310
第３段階② 1,310
第４段階 2,546

合計金額
（１日あたり）

①＋②＋③

第１段階

第２段階

第３段階①

第３段階②

第４段階

合計金額
（３０日あたり）

第１段階

第２段階

第３段階①

第３段階②

第４段階

介護保険の負担分が高額となる場合は、世帯状況により、負担上限限度額が設定される場合があります。

区分(段階) 課税区分 対象者
第１段階 市民税　非課税
第２段階 市民税　非課税 年金収入等80万円以下、預貯金額650万円以下（夫婦は1,650万円以下）

第３段階① 市民税　非課税 年金収入等80万円超120万円以下、預貯金額550万円以下（夫婦は1,550万円以下）
第３段階② 市民税　非課税 年金収入等120万円超、預貯金額500万円以下（夫婦は1,500万円以下）
第４段階 市民税　課税

介護保険対象（2割負担）

介護保険対象（2割負担）


